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独立行政法人中小企業基盤整備機構との業務提携について 

－東日本大震災で被災された中小企業等の再建及び復興の支援で相互協力－ 

 

 

 日本公認会計士協会は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」と

いう。）と平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により被害を受けた中小企業

等を支援するため、平成 23年 10月 17日、「東日本大震災によって被害を受けた中小

企業等の支援に関する協定書」を締結しました。 

 この協定は、被害を受けた中小企業等の再建が、被災地域やその住民の生活、経済

の復興に止まらず、我が国全体の経済の健全な運営や就業の機会の維持増大等にとっ

て必要不可欠であるとの認識のもと、 相互に、これら中小企業等の再建及び復興の

支援に協力することを目的にしています。具体的には、当協会は、中小機構の求めに

応じて、被災中小企業の復興に係る課題への助言業務等に対し、業務に精通した会員

を中小機構に推薦することにより、中小機構の支援業務に協力していきます。 

 


